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・平成15年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」及び平成27年８月に制定され
た「女性の職業社会における活躍の推進に関する法律」に基づく特定事業主行動計画に
ついて、令和２年度に両法に基づく計画を一本化した「長崎市職員ワークライフバラン
ス推進計画」を策定し、女性の活躍や男性の育児参画を通じたジェンダー平等の推進、
ワークライフバランスの実現など、すべての職員が生き生きと働ける職場環境づくりに
取り組んできたが、計画期間が今年度末（令和７年度末）で終了する。

・これまでの取組実績や職員アンケートの結果などを踏まえ、次世代育成と女性活躍推進
のみに留まらず、介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる
健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の双方の調和の実現を目指し「第２次長崎
市職員ワークライフバランス推進計画」を策定しました。

１ 計画策定の趣旨

⚫ 計画期間：令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間

２ 計画期間
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３ 現計画期間の現状等
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Ⅲ

これまでの取組の成果と現状の課題を踏まえ、本計画ではすべての職員が生き生きと働ける職場環境づくりを目指し、

次の３つを基本的な柱として取組を推進します。

働き方改革の推進

長時間勤務の是正、業務の見直し、ICTの活用などを進める

ことで、効率的に業務を遂行できる働き方に転換していきま

す。

仕事と生活の両立支援

育児や介護などライフステージに応じて、柔軟な勤務制度や

休暇制度を活用し、誰もが安心して力を発揮できる環境を整

えます。

女性職員の活躍推進

性別に関わらず活躍できる環境づくりを進め、女性のキャリ

ア形成を積極的に支援します。女性の活躍が推進されること

で、女性ならではの意見が反映されたり、多様で柔軟な発想

を取り入れることができます。

４ 新たな計画の基本的な考え方
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４ 新たな計画の基本的な考え方

（１）構成の見直し

・具体的な取組の記載の中に含まれていた数値目標を重点目標として一覧化
・具体的な取組みを推進するための基本的な考え方を明文化し、取組み内容を詳述化
・具体的な取組みを推進する際の立場毎の役割を明確化
・職員アンケート結果について末尾にまとめて掲載

（２）数値目標の見直し

現行計画 新たな計画

１週間以上の育児休業取得率 男性職員85％

女性職員100％

２週間以上の育児休業取得率 男性職員85％

女性職員100％

一般事務職における女性管理職（課長級以上）

の割合 20％

一般事務職における女性管理職（課長級以上）

の割合 20％以上

5



分類 指標 目標値

働き方改革
の推進

①時間外勤務
の縮減

時間外勤務対象者（管理職以外）に占める
時間外勤務時間数360時間超の職員の割合

5%未満
R２～６年度実績をもとに設定

②年次休暇等
の取得促進

全職員の年次休暇の平均取得率
※時季指定による取得日数も含む

75％以上（15日）
長崎市特定事業主後期行動計画から継続

仕事と生活の
両立支援

男性の産休（出産補助休暇＋男性の育児参加のための休暇）
取得率・取得日数

100％（７日）
R６年度から継続

２週間以上の育児休業取得率

男性：85%以上

女性：100%
こども未来戦略（R5.12.22閣議決定）の数
値目標を参考に設定

女性職員の活躍推進 一般事務職における女性管理職（課長級以上）の割合
20％以上

女性管理職の登用を継続的に実施し、将
来的な目標30％の達成に向けた本計画で
の目標として設定

基本的な考え方のもと、計画をより強力に推進するため、それぞれの柱において重点的に取り組む

内容を定め、令和12年度までに達成すべき数値目標を設定します。

５ 重点目標（数値目標）
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６ 具体的な取組

分類 取組

働き方改革の推進

①時間外勤務の縮減

⑴ 管理職員の意識改革

⑵ 勤務状況の管理及び報告の徹底

⑶ ノー残業デーの徹底

⑷ 業務効率化等の推進

⑸ より働きやすい人事制度の改革・整備

⑹ 即戦力人材の確保による業務効率化の推進

⑺ 健康面の配慮の充実等

②年次休暇等の取得促進

⑴ 管理職の意識改革

⑵ 時季指定による確実な年次休暇の取得促進

⑶ 連続休暇等の取得促進

仕事と生活の両立支援

⑴ 管理職の意識改革

⑵ 制度の周知及び情報提供

⑶ 職場環境の整備

⑷ 代替要員の確保

⑸ 円滑な職場復帰への支援

⑹ 多様な働き方の推進等

⑺ 異動についての配慮

女性職員の活躍推進

⑴ キャリア形成支援

⑵ 全職員に向けた意識改革

⑶ 女性職員の割合向上に向けた採用における取組 7

目標を達成するために実施主体を明確にし、組織・管理職・職員それぞれの立場で取組みを進めます。

取組の項目は次のとおりです。



６ 具体的な取組
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長崎市職員ワークライフバランス推進本部

長崎市職員ワークライフバランス推進連絡会議

推進本部の組織 審議事項

• 本部長（市長）
• 副本部長（副市長）
• 本部員（消防長、上下水道局事業管理者、教育長）

① 計画の策定及び推進に関する事項

② その他本部長が必要と認める事項

• 議長（人事課長）
• 副議長（委員の互選）
• 委員

連絡会議の組織 • 総務部人事課長
• 消防局総務課長
• 上下水道局業務部総務課長
• 議会事務局総務課長
• 教育委員会事務局教育総務部総務課長
• 選挙管理委員会事務局長
• 選挙管理委員会事務局事務長
• 監査事務局長
• 農業委員会事務局事務長

審議事項

① 推進本部で策定された計画の策定
及び推進に当たっての必要な事項

② その他議長が必要と認める事項

各特定事業主の連携を確保し本計画を効果的に推進するために、各任命権者等を構成員とする

「長崎市職員ワークライフバランス推進本部」を設置しています。

また、関係各課等が連携し、本計画を円滑に推進するために各任命権者の人事担当課長等を構成員とする「長崎市職

員ワークライフバランス推進連絡会議」を置き、取組の推進を図るとともに、実施状況の確認や効果の検証を行います。

７ 計画の推進体制
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